
小宮会館と小宮ふるさと自然体験学校の再編等の考え方

１ 概要

小宮会館を小宮ふるさと自然体験学校に移転し、規模縮小・複合化する方針を定めます。

※ 複合化する位置は、小宮ふるさと自然体験学校における事業規模などを考慮し、「現小宮ふるさと自然体験学校敷地」を想定しています。

※ 乙津郵便局の取扱いは別途検討します。

※ 現在の小宮会館の建物については別途検討します。

２ 再編等のイメージ

（現状）

（再編後）

　

※ 複合化する位置は、小宮ふるさと自然体験学校におけ

る事業規模などを考慮し、「現小宮ふるさと自然体験学

校敷地」を想定しています。

※ 乙津郵便局の取り扱いは別途検討します。

小宮会館

（会議室等）

小宮ふるさと自然体験学校

（自然体験事業等）

（仮）小宮ふるさと自然体験学校

移転
規模縮小
複合化 規模縮小

複合化

会議室等 自然体験事業等
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３ 再編等の方向性の内容（施設ごと）

個別施設計画を基に再編等の方向性の選択肢を設定し、「①床面積の縮減の度合い」「②利便性への影響の度合い」「③機能重複の解消の度合い」「④コストの低

減の度合い」「⑤避難所、投票所などの重要な機能への影響の度合い」を評価し、採用する再編等の方向性を選定しました。

施設名称

個別施設計画を踏まえた

再編等の方向性

再編等に関する実施計画（案）

採用した

再編等の方向性

同時に行う対

応
理由など

選択肢１ 選択肢２

小宮会館 移転・規模縮

小・複合化

（近隣の小宮ふ

るさと自然体験

学校の既存建物

に小宮会館の機

能を移転し、規模

縮小して複合化）

移転・規模縮小・

複合化（新建物）

（小宮ふるさと

自然体験学校と

小宮会館の機能

を複合化した建

物を新たに設置

（両施設とも規

模縮小））

移転・規模縮

小・複合化

― 「移転・規模縮小・複合化」が「移転・規模縮小・複合化（新建物）」と

比較して、「④コストの低減の度合い」の評価が高かったことから、再編等

の方向性として採用しました。

※ 乙津郵便局の取扱いは別途検討します。

※ 現在の建物については別途検討します。

小宮ふる

さと自然

体験学校

規模縮小

（使用実態に合

わせて維持管理

の範囲を縮小す

る（建物更新前の

対策））

規模縮小・複合化

（新建物）

（小宮ふるさと

自然体験学校と

小宮会館の機能

を複合化した建

物を新たに設置

（両施設とも規

模縮小））

規模縮小・複合

化

― 「規模縮小・複合化」が「規模縮小」と比較して、「①床面積の縮減の度

合い」「②利便性への影響の度合い」「③機能重複の解消の度合い」の評価が

総じて高かったことから、再編等の方向性として採用しました。

※ 複合化の手法（新建物とするかなど）は別途検討します。
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■再編等に関する実施計画

令和７年１２月

施設棟番号

施設分類 大分類 中分類 小分類

施設名称

所在地

延床面積（㎡） 建築年度 昭和６０ 経過年度 ４０

計画期間

Ｂ－１０ 所管部署 総務部 地域防災課 地域安全係

市民文化系施設 集会施設 コミュニティ会館 

小宮会館

あきる野市乙津１９９７ 敷地面積(㎡) ４７９．０３

２６８．１９ 構造 ＲＣ造

令和８（２０２６）年度～令和１７（２０３５）年度

①事業の概要

設置根拠：あきる野市コミュニティ会館条例
設置目的：地域住民の連帯意識を高め、生活文化の向上を図ることを目的とする。
対象者　：限定しない。
サービスの概要：趣味やサークル活動、コミュニティ活動などを行う場として、会議室等を
貸し出す。

②事業の現状

・定期的に利用してる団体は限定的であり、利用件数は少ない。
・利用者は、管理人へ電話し仮予約後、紙の申請書において利用申請している。
・令和６年３月２５日から会館１階の左半分（旧図書館使用部分）を乙津郵便局に貸してい
る。（５年更新）
・令和７年７月から敷地内に自動販売機を設置している。（３年契約）
・令和２年度と令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う公共施設の利用制
限のため、臨時休館または営業時間の短縮などを行った。

③将来的な事
業のあり方
（方向性）

・立地から、会館利用者は地域の方が中心である。既に地域住民の高齢化率は高く、今後も
更に高齢化が進む中、高齢者にとって利用しやすく、生涯にわたって学びやコミュニティ活
動などが行える環境を整えた場所を確保する。
・利用申請のデジタル化と電子決済を導入し、利用者の利便性の向上、管理人の貸出業務の
負担軽減、職員の納入事務処理の負担軽減を図る。
・１階右側空きスペースの民間利用など、施設の有効活用を図る。

④事業の課題

・高齢者が利用しやすい施設への改修（エレベーターの設置などバリアフリー化）
・会館の管理業務の効率化（デジタル化の推進等）
・施設の複合的活用の推進
・施設の老朽化
・借地部分の解消



⑩計画実行に当
たっての留意事
項

⑪計画実行後の
課題

建替え 又は

長寿命化改修

【方向性】 （同時に行う対応）
移転・規模縮小・複合化

【再編方針】 【修繕・改修】

想定実施年度 想定対策内容 想定実施年度 想定対策内容

令和８年度以降
・再編等の方向性に沿った具体
的手法の検討

令和８年度以降
・未定
（再編等の方向性に沿った具体的手
法による）

・複合化する位置は、小宮ふるさと自然体験学校に
おける事業規模などを考慮し、小宮ふるさと自然体
験学校敷地を想定
・複合化の手法（新建物とするかなど）を別途検討
・乙津郵便局の取扱いは別途検討
・現在の小宮会館の建物については別途検討

－

－ －

⑤個別施設計画
における施設の
再編等の方向性
（令和３年６月
時点）

再編等の方向性 移転・規模縮小・複合化／移転・規模縮小・複合化（新建物）

保全の方向性及
び実施時期の目
安

大規模改修 令和６ 令和２７ 長寿命化後の建替え ー
(参考)建替え時

築年数
６０

利用対象 市民一般 ・利用者は主に市民であるが、市民以外の利用も可能

需要傾向 利用需要上昇傾向
・一般利用はほとんどなく、免除団体の利用が多い。コ
ロナ禍のため利用件数が減少したが、その後、回復傾向
を示している。

規模適正度 余剰スペースあり
・１階会議室は選挙の時のみ使用
・１階の旧五日市図書館小宮分室のスペースには、令和
６年３月２５日に乙津郵便局が開局した。

多目的利用検討可能 〇

複合化・集約化によるサービス
水準の向上が期待される 〇

設置目的と異なる使用状況あり 〇

単独機能での建物利用が望ましい ×

賃貸借物件での運営も可能（市有物件で
の運営は必須ではない） 〇

投票所機能 〇

避難所機能 〇

敷地所有 一部借地（有償）

都市計画法規制 市街化調整区域 建蔽率・容積率：４０％／８０％

利用圏域 市全域

広域化可能性 すでに広域化している ・市民以外の利用も可能としている。

機能重複度

利用圏域に同種・類似施設があ
る（民間施設）

×
・近隣に自治会の会館がある。（寺岡・軍道）
・市内に、学習等供用施設及びコミュニティ会館が１３
施設（小宮会館を含む）ある。
・小宮ふるさと自然体験学校と隣接する。

利用圏域に同種・類似施設があ
る（国・都・市施設）

〇

利用圏域に同種・類似施設はな
い

×

⑦施策との関連
性

関連施策

第２次総合計画第３章
第１節１「地域コミュニティの活性化」⑤各種団体の支援⑥地域コミュニティ団体の支援
第２節１「防災・消防対策の推進」①防災施設・設備等の充実
地域防災計画第１編第９章第２節「避難場所及び避難所の指定・安全化」

説明
市民等が生涯にわたり、目標を持っていきいきと生活できるよう、地域コミュニティの活性化及び生涯学習
の推進に向け、活動の場を提供する。
災害発生前後において、地域の身近な防災拠点として、指定緊急避難場所に指定されている。

・小宮会館を小宮ふるさと自然体験学校に移転し、
規模縮小・複合化

・再編するまでの間、施設の老朽化や定期的な点検・診
断結果に基づき、実施する。

⑨計画実行のス
ケジュール

⑥再編モデル案
検討のための施
設特性整理

備考

建物活用
・指定緊急避難場所として登録されている。
・１階の旧五日市図書館小宮分室の部分を乙津郵便局に
貸している。

⑧再編等の方向
性及び修繕・改
修等の考え方



■再編等に関する実施計画

令和７年１２月

施設棟番号

施設分類 大分類 中分類 小分類

施設名称

所在地

延床面積（㎡） 建築年度 昭和３９ 経過年度 ６１

計画期間

Ｄ－１２ 所管部署 環境農林部 環境政策課 環境の森推進係

スポーツ・レクリエーション施設 レクリエーション施設

小宮ふるさと自然体験学校

あきる野市乙津１９８４ 敷地面積(㎡) ５，９０３．８８

２，１１４．００ 構造 ＲＣ造

令和８（２０２６）年度～令和１７（２０３５）年度

①事業の概要

（設置根拠）
・あきる野市小宮ふるさと自然体験学校の設置及び管理に関する条例
（設置目的）
・子どもたちを中心に自然とのふれあいや環境学習の場を提供することにより、心豊かな人
間性を育むとともに、地域の活性化を図るため。
（事業内容）
・自然体験に関すること。
・自然環境に係る展示に関すること。
・施設の貸出しに関すること。

②事業の現状

　事業開始の平成２４年度から令和６年度までの平均利用者数は、年間約４，９００人であ
る。この期間中において、最多利用者数は平成２７年度の６，４５２人で、最少利用者数は
令和２年度の２，８２５人である。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の令和元年度以前の平均利用者数は年間約
５，４００人であったが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和２年度から令和４
年度まででは、年間約３，７００人に減少した。新型コロナウイルス感染症が５類に移行し
た令和５年度以降の平均利用者数は年間約４，５００人で回復傾向となった。
　当施設は小学校施設を転用したものであり、築６０年が経過しているため、各所に経年劣
化による損耗が見られる。施設点検等で特に緊急性があると指摘があったものについては修
繕等で対応している。

③将来的な事
業のあり方
（方向性）

・小宮ふるさと自然体験学校は、旧小宮小学校の閉校に伴い、地域との話合いを踏まえ、現
在の利活用に至っている。また、当該施設で行う自然体験事業は、環境基本計画に位置付
け、自然体験事業を通じて、次世代を担う子どもたちの育成に取り組んでいる。
・これまでの経緯を踏まえ、今後も、当該施設の立地環境を生かして事業を継続する。

④事業の課題 ・老朽化した施設の管理、補修



⑩計画実行に当
たっての留意事
項

⑪計画実行後の
課題

建替え 又は

長寿命化改修

【方向性】 （同時に行う対応）
規模縮小・複合化 －

【再編方針】 【修繕・改修】

想定実施年度 想定対策内容 想定実施年度 想定対策内容

令和８年度以降
・再編等の方向性に沿った具
体的手法の検討

令和８年度以降
・未定
（再編等の方向性に沿った具体的
手法による）

・複合化する位置は、小宮ふるさと自然体験学
校における事業規模などを考慮し、「現小宮ふ
るさと自然体験学校敷地」を想定
・複合化の手法（新建物とするかなど）は別途
検討

－

ー －

⑤個別施設計画
における施設の
再編等の方向性
（令和３年６月
時点）

再編等の方向性 規模縮小／規模縮小・複合化（新建物）

保全の方向性及
び実施時期の目
安

大規模改修 平成２２ 令和１２ 長寿命化後の建替え －
(参考)建替え時

築年数 ６６

利用対象 市民一般 ・市民に限らず市外の方、団体が利用可能である。

需要傾向 利用需要上昇傾向
・新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響から一
時的に需要は減ったが、現在は増加傾向に転じてい
る。

規模適正度 余剰スペースあり
・使用率が低い教室等については、有効活用できる可
能性がある。（改修等が必要となる可能性あり）

多目的利用検討可能 〇

複合化・集約化によるサービス
水準の向上が期待される 〇

設置目的と異なる使用状況あり ×

単独機能での建物利用が望ましい ×

賃貸借物件での運営も可能（市有物件
での運営は必須ではない） ×

投票所機能 ×

避難所機能 〇

敷地所有 市有地

都市計画法規制 市街化調整区域

利用圏域 その他
・施設の性格上、自然環境が条件となるため、市内に
は当該施設１か所あればよい。

広域化可能性 検討不可
・市外の利用者も受入れており、近隣自治体が共同運
営するメリットはないと思われる。

機能重複度

利用圏域に同種・類似施設があ
る（民間施設） ×

・自然環境、立地条件を活用した事業を実施している
施設であり、周辺には類似施設はない。

利用圏域に同種・類似施設があ
る（国・都・市施設） ×

利用圏域に同種・類似施設はな
い 〇

⑦施策との関連
性

関連施策
あきる野市環境基本計画
生物多様性あきる野戦略
あきる野市生物多様性地域連携保全活動計画

説明 環境教育及び自然体験における重要な役割を担っている。

・小宮会館を小宮ふるさと自然体験学校に移転
し、規模縮小・複合化する。

・再編するまでの間、施設の老朽化や定期的な点
検・診断結果に基づき、実施する。

⑨計画実行のス
ケジュール

⑥再編モデル案
検討のための施
設特性整理

備考

建物活用

・環境教育や自然体験事業においては、展示室、校
庭、体育館などを利用するが、利用されていない時間
等を有効活用できる可能性はある。
・設備の老朽化が進んでいる。

⑧再編等の方向
性及び修繕・改
修等の考え方


